
令和５年第１回伊達市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 

議      案      名 資      料      名 

議案第１号 専決処分の承認を求めることについ

て（工事請負契約の変更契約の締結に

ついて） 

館山橋橋梁架替工事の概要（変更後） 

議案第２号 専決処分の承認を求めることについ

て（令和４年度伊達市一般会計補正予

算（第14号)) 

１ 高病原性鳥インフルエンザ感染対策事業 

議案第３号 伊達市庁舎整備検討委員会条例 伊達市庁舎整備検討委員会条例の概要 

議案第４号 伊達市噴火湾文化研究所条例 伊達市噴火湾文化研究所条例の概要 

議案第５号 伊達市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例 

伊達市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例の概要 

議案第６号 伊達市産業振興基金条例の一部を改

正する条例 

伊達市産業振興基金条例の一部を改正する条例の

概要 

議案第７号 伊達市手数料条例の一部を改正する

条例 

伊達市手数料条例の一部を改正する条例の概要 

議案第８号 伊達市コミュニティセンター条例の

一部を改正する条例 

伊達市コミュニティセンター条例の一部を改正す

る条例の概要 

議案第９号 子ども・子育て支援法等の改正に伴

う関係条例の整理に関する条例 

子ども・子育て支援法等の改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の概要 

議案第10号 伊達市国民健康保険条例の一部を改

正する条例 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

概要 

議案第11号 伊達市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の概要 

議案第12号 伊達市文化財保護条例及びだて歴史

文化ミュージアム条例の一部を改正す

る条例 

伊達市文化財保護条例及びだて歴史文化ミュージ

アム条例の一部を改正する条例の概要 

議案第13号 伊達市国鉄胆振線代替輸送確保基金

条例を廃止する条例 

伊達市国鉄胆振線代替輸送確保基金条例を廃止す

る条例の概要 

議案第14号 令和４年度伊達市一般会計補正予算

（第15号） 

１ 出産・子育て応援事業（繰越明許費設定含 

 む｡) 

２ 伊達赤十字病院医療確保支援事業補助金 

３ 伊達小学校校舎改築事業（継続費補正含む｡) 

４ 伊達西小学校コンピューター室間仕切り工事

（繰越明許費設定含む｡)  



議案第21号 令和５年度伊達市一般会計予算 １ 庁舎整備方針等検討事業 

 ２  西胆振行政事務組合負担金（共同指令センタ

ー） 

 ３ コンビニ・キャッシュレス収納経費 

 ４ 指定金融機関伊達市役所派出所経費 

５ 土地建物維持管理費（旧関内公民館解体工事) 

６ 車両購入費 

７ 公式ＬＩＮＥアカウント機能運用事業 

８ 市民参加推進経費 

９ ふるさと納税推進経費 

10 移住・定住「人の誘致」推進経費 

11 ＩＴ推進経費 

12 デジタル外部人材受入事業 

13 高度無線環境整備推進事業 

14 市内集会施設維持管理費（東地区コミュニテ

ィセンター照明改修） 

15 市内集会施設維持管理費（黄金地区コミュニ

ティセンター防災備蓄庫等購入） 

16 コミュニティセンターエアコン設置事業 

17 大滝区インターネットテレビ視聴設備整備運

営事業負担金 

18 防災対策経費（防災同報無線サイレン更新） 

19 防災対策経費（大滝区防災サイレン改修） 

20 防災訓練経費 

21 伊達市社会福祉協議会生活困窮者支援事業補

助金 

22 結婚新生活支援事業 

23 民間保育所建設費償還補助金 

24 医療扶助オンライン資格確認導入事業 

25 生活保護システムクラウド移行事業 

26 生活保護システム標準化移行分析業務 

27 成年後見支援センター運営事業 

28 養護老人ホーム運営管理委託料 

29 風しん緊急対策事業 

30 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業

（事務費分） 

31 妊産婦健康診査事業（妊婦の初回産科受診料

支援事業） 

32 火葬場運営管理費（受託事業分） 

33 有害鳥獣駆除費 

34 農業研修センター運営管理費 

35 地域資源活用型農業推進事業 

36 醸造用ぶどう生産推進事業（債務負担行為設



定含む｡) 

37 新作物産地化事業補助金 

38 スマート農業推進事業補助金 

39 堆肥センター維持管理費（改修工事、トラッ

クスケール更新） 

40 畜産担い手育成総合整備事業 

41 国営緊急農地再編整備推進事業 

42 農業経営高度化促進事業交付金 

43 農地改良促進補助金 

44 その他土地改良事業推進経費（土地改良事業

試掘調査） 

45 水産系雑物処理に係る広域協議会負担金 

46 有珠山・治山の森管理費（有珠山木柵修繕） 

47 大滝観光施設等維持管理費（観光施設修繕） 

48 道路橋梁維持管理費（道路照明灯管理（ＬＥ

Ｄ照明化)) 

49 建設機械整備事業 

50 社会資本整備総合交付金等道路整備事業（橋

梁長寿命化修繕事業） 

51 社会資本整備総合交付金等道路整備事業（橋

梁点検事業） 

52 社会資本整備総合交付金等道路整備事業（停

車場通街路整備事業） 

53 社会資本整備総合交付金等道路整備事業（南

大通外１街路整備事業） 

54 社会資本整備総合交付金等道路整備事業（末

永９号線道路整備事業） 

55 一般市道等整備事業 

56 緊急浚渫推進事業 

57 中心市街地空き地等対策推進事業 

58 空き家等対策推進事業 

59 都市公園施設改築事業（都市公園安全・安心

対策事業） 

60 都市公園施設改築事業（都市公園等事業） 

61 大滝区給湯ポンプ更新工事 

62 学校適正規模推進事業 

63 北海道伊達開来高等学校支援補助金 

64 ネイティブスピーカー（伊達地区）活用事業 

65 小学校スクールバス運行経費 

66 伊達小学校校舎改築事業 

67 中学校スクールバス運行経費（伊達地区） 

68 伊達小学校区放課後児童クラブ建設事業 

69 部活動地域移行補助金 



70 北黄金貝塚公開活用事業 

71 だて歴史文化ミュージアム特別展等開催経費 

72 カルチャーセンター改修事業（大ホール舞台

吊物装置改修工事） 

 73 まなびの里パークゴルフ場乗用草刈機購入費 

議案第26号 令和５年度伊達市水道事業会計予算 １ 水道事業 

議案第27号 令和５年度伊達市簡易水道事業会計

予算 

１ 簡易水道事業 

議案第28号 令和５年度伊達市公共下水道事業会

計予算 

１ 公共下水道事業 

 



資料１－１ 

議案第１号説明資料 

   館山橋橋梁架替工事の概要（変更後） 

１ 工事の概要 

  ２級河川気門別川改修事業及び南大通外１街路整備事業に伴い、次のとおり橋梁架替工事を行うもの｡ 

(1) 橋梁位置  伊達市大町39番地先 

(2) 構  造  橋長 Ｌ＝36.6ｍ 幅員 Ｗ＝17.8ｍ 

         上部工形式：ＰＣ単純床版桁 

         下部工形式：壁式橋脚 

(3) 工  期  令和４年６月１日から令和５年３月24日まで 

(4) 請負業者名 勝田・石田組土建特別共同企業体 

 

２ 変更の概要 

  川底に埋設されていた既設橋脚のコンクリート基礎が当初の想定より大きく、仮設の工法を見直した

ほか、矢板打込みの機械として組立式クレーンによる施工を予定していたが現地での組立ヤード確保が

困難となり、クレーン規格の変更を行う必要が生じたことなどから、契約金額を増額するもの。 

 

(1) 契約金額  変更前 231,000,000円（うち消費税及び地方消費税の額 21,000,000円） 

         変更後 263,384,000円（うち消費税及び地方消費税の額 23,944,000円） 

差 額   32,384,000円（うち消費税及び地方消費税の額  2,944,000円） 

 

 

 





議案第２号説明資料

　　　高病原性鳥インフルエンザの感染が急激に拡大していることから、農畜産物の安全性の向上並
　　びに伝染性疾病等の発生及びまん延を防止するため、消毒用資材を家きん飼養農場に配付するた
　　めの経費を計上する。
　　　なお、財源として北海道の「消費・安全対策交付金」を活用する。

・消毒用の消石灰を購入し市内家きん飼養農場（５件）に配付する経費
　　1,200円×1,550袋＝1,860,000円
　※負担割合　伊達市１/２、北海道１/２

1,860 930 930 

（単位：千円）
１　高病原性鳥インフルエンザ感染対策事業

　(1) 事業の概要

　(2) 事業の内容
事業費 事業の内容

1,860 

　(3) 財源内訳
計 北海道 一般財源

資料２－１





資料３－１ 

議案第３号説明資料 

   伊達市庁舎整備検討委員会条例の概要 

 

１ 制定の趣旨 

老朽化した伊達市役所の庁舎整備を進めるに当たり、必要な事項の調査及び審議を行う附属機関を設

置する条例を制定するものである。 

 

２ 制定の内容 

(1) 設置 

「地方自治法」第1 3 8条の４第３項の規定に基づき設置するもので、名称を「伊達市庁舎整備検討

委員会」（以下「委員会」という｡)とする。 

(2) 所掌事項 

   委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。 

  ア 庁舎の整備手法に関すること。 

イ アに掲げるもののほか、庁舎整備に関すること。 

(3) 組織 

   委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内で組織する。 

  ア 学識経験者 

イ 市内の関係機関及び各種団体に属する者 

ウ 公募による市民 

エ その他市長が必要と認める者 

(4) 任期 

   委員の任期は、委嘱の日から庁舎の整備手法に関する調査及び審議が終了する日までとする。 

 (5) その他 

   委員長及び副委員長、会議、守秘義務等について規定する。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ 関連条例の改正 

  本条例の制定に伴い、「非常勤特別職職員の報酬に関する条例」を一部改正し、同条例別表の附属機

関に委員会を追加する。 





議案第４号説明資料 

   伊達市噴火湾文化研究所条例の概要 
 
１ 改正の趣旨 

  一体的な施設の活用を図るため、伊達市噴火湾文化研究所に伊達市アートビレッジ文化館の機能を統合し、同館を廃止するよう、所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

  統合に伴い廃止する「伊達市アートビレッジ文化館条例」で規定していた開館時間及び休館日、禁止行為、損害賠償等施設の管理運営に係る規定を加える。 

 

３ 関連条例の改正 

  附則において「伊達市アートビレッジ文化館条例」を廃止するとともに、「議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例」及び「伊達市文化・スポー

ツ振興基金条例」の一部を改正する。 

 

４ 新旧対照表 

 (1) 伊達市噴火湾文化研究所条例（本則関係） 
改     正     案 現           行 

 （設置） 

第１条 現代に残された文化財並びに歴史及び自然環境の中で育まれた特色ある文

化（以下これらを「文化財及び文化」という｡)の調査及び研究、保護及び保存並

びに活用を図り、もって市民の文化の向上に資するため、伊達市噴火湾文化研究

所（以下「研究所」という｡)を設置する。 

（設置） 

第１条 噴火湾の豊かな自然に育まれた文化（以下「噴火湾文化」という｡)や現代に

残された多くの文化遺産について、広い視野からの調査研究を推進し、その成果を

もとに特色ある文化や貴重な文化遺産の保護、保存及び活用を図り、もって市民の

文化の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第1 6 2号）第30条の規定に基づき、伊達市噴火湾文化研究所（以下「研究所」と

いう｡)を設置する。 
（名称及び位置） 

第２条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

伊達市噴火湾文化研究所 伊達市館山町21番地５ 

（管理） 

第３条 研究所は、伊達市教育委員会（以下「教育委員会」という｡)が管理する。 

（位置） 

第２条 研究所の位置は、伊達市館山町21番地５とする。 

（業務） 

第４条 研究所は、次に掲げる業務を行う。 

(1)     文化財及び文化の保護、保存及び活用に関すること。 

(2)     文化財及び文化の調査及び研究に関すること。 

（事業） 

第３条 研究所は、次に掲げる事業を行う。 

（1） 噴火湾文化及び文化財の保護、保存及び活用に関すること。 

（2） 噴火湾文化及び文化財の調査及び研究に関すること。 
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(3)     文化財及び文化の情報発信及び教育普及に関すること。 

(4)     文化財及び文化に係る資料の収集、整理及び保管に関すること。 

(5)     文化財及び文化に係る施設の管理運営に関すること。 

(6) その他研究所の設置の目的を達成するために必要な業務 

（3） 噴火湾文化及び文化財の情報発信に関すること。 

（4） 噴火湾文化及び文化財に係る資料の収集、整理及び保管に関すること。 

（5） 噴火湾文化及び文化財に係る施設の管理運営に関すること。 

（6） その他研究所の設置の目的を達成するために必要な事業 
（職員） 

第５条 研究所に、所長、学芸員その他必要な職員を置く。 

（開所時間及び休所日） 

第６条  研究所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会

が特に認めたときは、これを変更し、又は別に休所日を設けることができる。 

開所時間 休所日 

午前８時45分から午後５時

30分まで 

(1) 火曜日、土曜日及び日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

1 7 8号）に規定する休日 

(3) １月１日から同月５日まで及び12月31日 

（禁止行為） 

第７条 研究所では、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1)  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為 

(2)  研究所の施設、設備又は備品、研究所が管理する資料等を汚損し、損傷し、

又は滅失するおそれがある行為 

(3)  その他教育委員会が研究所の管理上特に必要があると認めて禁止する行為 

（損害賠償） 

第８条  故意又は過失により研究所の施設、設備又は備品、研究所が管理する資料

等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を市長に賠償しなければなら

ない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

 （入所の制限等） 

第９条 教育委員会は、研究所の管理運営上支障があると認めた者に対し、研究所

の入所を拒否し、又は研究所から退所を命ずることができる。 

（職員） 

第４条 研究所に、所長、学芸員その他必要な職員を置く。 

（販売行為等の禁止） 

第10条  研究所の施設又は敷地内においては、物品の販売、寄附金の募集その他これ

らに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限り

でない。 

 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 



 

(2) 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例（附則第５項関係） 

改     正     案 現           行 

 

 （特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止） 

第３条 法第2 4 4条の２第２項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用

させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の３分の２以上の

者の同意を得なければならない。 

(1)～(27) 略 

(28) 噴火湾文化研究所   １年 

(29)～(32) 略 

 

 

 （特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止） 

第３条 法第2 4 4条の２第２項の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用

させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の３分の２以上の

者の同意を得なければならない。 

 (1)～(27) 略 

 (28) アートビレッジ文化館 １年 

 (29)～(32) 略 

 

(3) 伊達市文化・スポーツ振興基金条例（附則第６項関係） 

改     正     案 現           行 

 

 （設置） 

第１条 本市における次に掲げる事業に要する経費（以下「事業費」という｡)の財

源に充てるため、伊達市文化・スポーツ振興基金（以下「基金」という｡)を設置

する。 

(1)～(3) 略 

 

 

 （設置） 

第１条 本市における次に掲げる事業に要する経費（以下「事業費」という｡)の財

源に充てるため、伊達市文化・スポーツ振興基金（以下「基金」という｡)を設置

する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) だて噴火湾アートビレッジの推進に必要な事業 
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議案第５号説明資料 

伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す 

る条例の概要 

 

１ 改正の趣旨 

  令和５年度にマイナンバーカードを利用した医療扶助オンライン資格確認が導入されることに伴い、外国人の生活保護受給者に係る特定個人情報の利用が必要な事務

及び連携が必要な特定個人情報を加えるほか、所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

  特定個人情報の利用及び連携が可能となるよう、生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて実施する措置等を別表に規定するほか、所要の文言整理を行う。 

 

３ 新旧対照表 

改     正     案 現           行 

  

別表第１（第４条第１項関係） 

機関 事務 

市長 伊達市子ども医療費の助成に関する条例（昭和48年条例第29号）による

助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

市長 生活保護法（昭和25年法律第1 4 4号）に準じて実施する生活に困窮する

外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 

市長 伊達市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

（昭和48年条例第30号）による助成金の支給に関する事務であって規則

で定めるもの 

略 略 

別表第２（第４条第１項関係） 

機関 事務 特定個人情報    
市長 伊達市子ども医療費の助

成に関する条例による助

成金の支給に関する事務

であって規則で定めるも

の 

略  
国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）又

は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医

療保険給付関係情報」という｡)であって規則

で定めるもの  

別表第１（第４条第１項関係） 

機関 事務 

市長 伊達市子ども医療費の助成に関する条例（昭和48年条例第29号）による

助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

 

 

市長 伊達市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

（昭和48年条例第30号）による助成金の支給に関する事務であって規則

で定めるもの 

略 略 

別表第２（第４条第１項関係） 

機関 事務 特定個人情報    
市長 伊達市子ども医療費の助

成に関する条例による助

成金の支給に関する事務

であって規則で定めるも

の 

略  
国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）又

は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医

療保険給付関係情報」という｡)であって規則

で定めるもの  
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生活保護法            による

保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学

準備給付金の支給に関する情報（以下「生活

保護関係情報」という｡)であって規則で定め

るもの 

生活に困窮する外国人に対して生活保護法に

準じて行われる保護の実施又は就労自立給付

金若しくは進学準備給付金の支給に関する情 

報（以下「外国人生活保護関係情報」とい 

う｡)であって規則で定めるもの 

児童手当法（昭和46年法律第73号）による児

童手当又は特例給付の支給に関する情報（以

下「児童手当関係情報」という｡)であって規

則で定めるもの 

略       
市長 生活保護法に準じて実施

する生活に困窮する外国

人に対する生活保護の措

置に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

児童手当関係情報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって規則で定める

もの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和39年法律第1 3 4号）による特別児童扶養手

当の支給又は障害児福祉手当の支給に関する

情報（以下「特別児童扶養手当等関係情報」

という｡)であって規則で定めるもの 

介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）による

保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報（以下「介護保険給

付等関係情報」という｡)であって規則で定め

るもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

生活保護法（昭和25年法律第1 4 4号）による

保護の実施又は就労自立給付金      

     の支給に関する情報（以下「生活

保護関係情報」という｡)であって規則で定め

るもの 

 

 

 

 

 

児童手当法（昭和46年法律第73号）による児

童手当又は特例給付の支給に関する情報（以

下「児童手当関係情報」という｡)であって規

則で定めるもの 

略       
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自立支援給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

養育医療関係情報であって規則で定めるもの       
市長 伊達市重度心身障がい者

及びひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例に

よる助成金の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

介護保険給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

 

 

 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

略       
市長 伊達市重度心身障害児福

祉手当支給条例による重

度心身障害児福祉手当の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等関係情報であって規則で

定めるもの 

 

 

 

養育医療関係情報であって規則で定めるもの 
      
略 略 略 
      
市長 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律による自立

支援給付の支給又は地域

生活支援事業の実施に関

する事務であって規則で

定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

介護保険給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

略       
市長 児童福祉法による子育て

短期支援事業に関する事

務であって規則で定める

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  
外国人生活保護関係情報であって規則で定め

 

 

       
市長 伊達市重度心身障がい者

及びひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例に

よる助成金の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）による

保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保

険料の徴収に関する情報（以下「介護保険給

付等関係情報」という｡)であって規則で定め

るもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

略       
市長 伊達市重度心身障害児福

祉手当支給条例による重

度心身障害児福祉手当の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和39年法律第1 3 4号）による特別児童扶養手

当の支給又は障害児福祉手当の支給に関する

情報（以下「特別児童扶養手当等関係情報」

という｡)であって規則で定めるもの 

養育医療関係情報であって規則で定めるもの 
      
略 略 略       
市長 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律による自立

支援給付の支給又は地域

生活支援事業の実施に関

する事務であって規則で

定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

介護保険給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

略       
市長 児童福祉法による子育て

短期支援事業に関する事

務であって規則で定める

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 
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もの るもの       
市長 児童福祉法による養育支

援訪問事業に関する事務

であって規則で定めるも

の 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 
      
市長 児童福祉法による保育所

の利用に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

略       
市長 子ども・子育て支援法に

よる子どものための教育

・保育給付の支給又は地

域子ども・子育て支援事

業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

略 
      
市長 予防接種法（昭和23年法

律第68号）による予防接

種の実施、給付の支給又

は実費の徴収に関する事

務であって規則で定める

もの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

      
市長 母子保健法による保健指

導、新生児の訪問指導、

健康診査、妊娠の届出、

母子健康手帳の交付、妊

産婦の訪問指導、低体重

児の届出、未熟児の訪問

指導、養育医療の給付若

しくは養育医療に要する

費用の支給又は費用の徴

収に関する事務であって

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  
外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

もの        
市長 児童福祉法による養育支

援訪問事業に関する事務

であって規則で定めるも

の 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 
      
市長 児童福祉法による保育所

の利用に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

略       
市長 子ども・子育て支援法に

よる子どものための教育

・保育給付の支給又は地

域子ども・子育て支援事

業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 

略 
      
市長 予防接種法（昭和23年法

律第68号）による予防接

種の実施、給付の支給又

は実費の徴収に関する事

務であって規則で定める

もの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

      
市長 母子保健法による保健指

導、新生児の訪問指導、

健康診査、妊娠の届出、

母子健康手帳の交付、妊

産婦の訪問指導、低体重

児の届出、未熟児の訪問

指導、養育医療の給付若

しくは養育医療に要する

費用の支給又は費用の徴

収に関する事務であって

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 
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規則で定めるもの       
市長 高齢者の医療の確保に関

する法律による後期高齢

者医療制度に関する事務

であって規則で定めるも

の 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 
      
市長 健康増進法（平成14年法

律第1 0 3号）による健康

増進事業の実施に関する

事務であって規則で定め

るもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

      
市長 伊達市営住宅管理条例に

よる改良住宅の管理に関

する事務であって規則で

定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 
      
市長 伊達市特定公共賃貸住宅

管理条例による特定公共

賃貸住宅の管理に関する

事務であって規則で定め

るもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 
      
市長 大滝ケーブルテレビ条例

による大滝ケーブルテレ

ビの管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの    
別表第３（第５条第１項関係） 

照会

機関 

事務 提供

機関 

特定個人情報 

    
市長 生活保護法による保護の

決定及び実施又は徴収金

の徴収に関する事務であ

略 略 

規則で定めるもの       
市長 高齢者の医療の確保に関

する法律による後期高齢

者医療制度に関する事務

であって規則で定めるも

の 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 
      
市長 健康増進法（平成14年法

律第1 0 3号）による健康

増進事業の実施に関する

事務であって規則で定め

るもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 
      
市長 伊達市営住宅管理条例に

よる改良住宅の管理に関

する事務であって規則で

定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 
      
市長 伊達市特定公共賃貸住宅

管理条例による特定公共

賃貸住宅の管理に関する

事務であって規則で定め

るもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

 

障がい者関係情報であって規則で定めるもの 
      
市長 大滝ケーブルテレビ条例

による大滝ケーブルテレ

ビの管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

略 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

 

    
別表第３（第５条第１項関係） 

照会

機関 

事務 提供

機関 

特定個人情報 

    
市長 生活保護法による保護の

決定及び実施又は徴収金

の徴収に関する事務であ

略 略 
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って規則で定めるもの         
市長 生活保護法に準じて実施

する生活に困窮する外国

人に対する生活保護の措

置に関する事務であって

規則で定めるもの 

教育

委員

会  

学校保健安全法による医療に要する費

用についての援助に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

        
教育

委員

会 

学校保健安全法による医

療に要する費用について

の援助に関する事務であ

って規則で定めるもの 

市長 略 

生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

外国人生活保護関係情報であって規則

で定めるもの     
 

って規則で定めるもの         
    

 

 

 

         
教育

委員

会 

学校保健安全法による医

療に要する費用について

の援助に関する事務であ

って規則で定めるもの 

市長 略 

生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 
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議案第６号説明資料 

伊達市産業振興基金条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の趣旨 

 伊達市産業振興基金の積立金を充当する事業を整理するため、所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

 伊達市産業振興基金が「食を通じたまちおこしの推進に必要な事業」に充てるため引き継いだ旧だて食の物語基金の積立金相当額は、残金の全額を醸造用ぶどう生産

推進事業の財源に充当する予定であることから、当該事業を設置規定から削る。 

 

３ 新旧対照表 

改     正     案 現           行 

（設置） 

第１条 本市における次に掲げる事業に要する経費（以下「事業費」という｡)の財

源に充てるため、伊達市産業振興基金（以下「基金」という｡)を設置する。  

 (1)及び(2) 略 

 

（設置） 

第１条 本市における次に掲げる事業に要する経費（以下「事業費」という｡)の財

源に充てるため、伊達市産業振興基金（以下「基金」という｡)を設置する。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食を通じたまちおこしの推進に必要な事業 
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議案第７号説明資料 

伊達市手数料条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の趣旨 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」及び「租税特別措置法｣の一部改正に伴い、所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の題名を改める。 

(2) 引用条項のうち、「租税特別措置法」の改正により繰上げされたものを改め、廃止されたものを削る。 

 

３ 新旧対照表 

改     正     案 現           行 

  

別表（第２条関係） 

 １～５ 略 

 ６ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）関係 

手数料を徴収する事項 手数料の金額 

１ 都市の低炭素化の促進に関する法

律（平成24年法律第84号。以下「法｣

という｡)第53条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の認定申

請 

ア及びイ 略 

ウ 略 

(ｱ) 床面積の合計が3 0 0平方メート

ル以内のもの 264,500円（建築

物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律（平成27年法律第53

号）第15条第１項に規定する登録

建築物エネルギー消費性能判定機

関による技術的審査（以下「判定

機関審査」という｡)を受けた場合

にあっては、13,000円） 

(ｲ) 略 

（摘要） 略 

２ 略 略 

７及び８ 略 

別表（第２条関係） 

 １～５ 略 

 ６ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）関係 

手数料を徴収する事項 手数料の金額 

１ 都市の低炭素化の促進に関する法

律（平成24年法律第84号。以下「法｣

という｡)第53条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の認定申

請 

ア及びイ 略 

ウ 略 

(ｱ) 床面積の合計が3 0 0平方メート

ル以内のもの 264,500円（建築

物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律 （平成27年法律第53

号）第15条第１項に規定する登録

建築物エネルギー消費性能判定機

関による技術的審査（以下「判定

機関審査」という｡)を受けた場合

にあっては、13,000円） 

(ｲ) 略 

（摘要） 略 

２ 略 略 

 ７及び８ 略 
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９ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）関係 

手数料を徴収する事項 手数料の金額 

１ 租税特別措置法（昭和32年法律第26

号。以下「法」という｡)第28条の４第

３項第６号、第63条第３項第６号   

             又は第31

条の２第２項第15号ニ若しくは第62条

の３第４項第15号ニに規定する住宅の

新築が優良な住宅の供給に寄与するも

のであることについての認定の申請

（優良住宅新築認定申請） 

新築住宅の床面積の合計が1 0 0平

方メートル以下のとき 

 １件につき 6,200円 

1 0 0平方メートルを超え5 0 0平方

メートル以下のとき 

 １件につき 8,600円 

5 0 0平方メートルを超え2,000平

方メートル以下のとき 

 １件につき 13,000円 

2,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以下のとき 

 １件につき 35,000円 

10,000平方メートルを超えるとき 

 １件につき 43,000円 

２ 法第28条の４第３項第７号ロ、第63

条第３項第７号ロ          

       又は第31条の２第２項

第15号ニ若しくは第62条の３第４項第

15号ニに規定する住宅の供給に寄与す

るものであることについての認定の申

請（優良住宅新築認定申請） 

新築住宅の床面積の合計が1 0 0平

方メートル以下のとき 

 １件につき 6,200円 

1 0 0平方メートルを超え5 0 0平方

メートル以下のとき 

 １件につき 8,600円 

5 0 0平方メートルを超え2,000平

方メートル以下のとき 

 １件につき 13,000円 

2,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以下のとき 

 １件につき 35,000円 

10,000平方メートルを超えるとき 

 １件につき 43,000円 

３及び４ 略 
 

９ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）関係 

手数料を徴収する事項 手数料の金額 

１ 租税特別措置法（昭和32年法律第26

号。以下「法」という｡)第28条の４第

３項第６号、第63条第３項第６号若し

くは第68条の69第３項第６号又は第31

条の２第２項第16号ニ若しくは第62条

の３第４項第16号ニに規定する住宅の

新築が優良な住宅の供給に寄与するも

のであることについての認定の申請

（優良住宅新築認定申請） 

新築住宅の床面積の合計が1 0 0平

方メートル以下のとき 

 １件につき 6,200円 

1 0 0平方メートルを超え5 0 0平方

メートル以下のとき 

 １件につき 8,600円 

5 0 0平方メートルを超え2,000平

方メートル以下のとき 

 １件につき 13,000円 

2,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以下のとき 

 １件につき 35,000円 

10,000平方メートルを超えるとき 

 １件につき 43,000円 

２ 法第28条の４第３項第７号ロ、第63

条第３項第７号ロ若しくは第68条の69

第３項第７号ロ又は第31条の２第２項

第16号ニ若しくは第62条の３第４項第

16号ニに規定する住宅の供給に寄与す

るものであることについての認定の申

請（優良住宅新築認定申請） 

新築住宅の床面積の合計が1 0 0平

方メートル以下のとき 

 １件につき 6,200円 

1 0 0平方メートルを超え5 0 0平方

メートル以下のとき 

 １件につき 8,600円 

5 0 0平方メートルを超え2,000平

方メートル以下のとき 

 １件につき 13,000円 

2,000平方メートルを超え10,000

平方メートル以下のとき 

 １件につき 35,000円 

10,000平方メートルを超えるとき 

 １件につき 43,000円 

３及び４ 略 
 

10～14 略  10～14 略 
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議案第８号説明資料 

   伊達市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の趣旨  

  コミュニティセンターへの冷房設備の設置に伴い、利用料金を徴収するため所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

   冷房料を徴収する規定を加えるほか、所要の文言整理を行う。 

 

３ 新旧対照表 

改     正     案 現         行 

  

 （指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) センターの利用の承認及び第９条第１項に規定する利用料金の収納に関す

る業務 

 (2)～(4) 略 

 

 （利用料金の納入） 

第９条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る利用料及び冷暖房料（以

下「利用料金」という｡)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後

納を認める場合は、この限りでない。 

２ 略 

３ 冷暖房料は、冷暖房設備を利用する場合に限り納入するものとする。 

 

 （市による管理） 

第17条 略 

２ 第６条から第９条まで、第11条から第13条まで及び別表の規定は、前項の規

定によるセンターの管理について準用する。この場合において、第６条中「指

定管理者は、必要があると認めるときは市長の許可を得て」とあるのは「市長

が認めるときは」と、第７条及び第８条中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、第９条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料及び冷暖房料」と、同

 （指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) センターの利用の承認及び           利用料金の収納に関す

る業務 

 (2)～(4) 略 

 

 （利用料金の納入） 

第９条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金（暖房料を含む。以

下「利用料金」という｡)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後

納を認める場合は、この限りでない。 

２ 略 

 

 

 （市による管理） 

第17条 略 

２ 第６条から第９条まで、第11条から第13条まで及び別表の規定は、前項の規

定によるセンターの管理について準用する。この場合において、第６条中「指

定管理者は、必要があると認めるときは市長の許可を得て」とあるのは「市長

が認めるときは」と、第７条及び第８条中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、第９条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料      」と、同
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条第１項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料及び冷暖房料（以

下「利用料金」という｡)」とあるのは「使用料及び冷暖房料」と、同条第２項

中「利用料金」とあるのは「使用料及び冷暖房料」と、「別表に掲げる額の範

囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの」とある

のは「別表に掲げる額」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用

料及び冷暖房料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料

金」とあるのは「使用料及び冷暖房料」と、第12条の見出し中「利用料金」と

あるのは「使用料及び冷暖房料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長｣

と、「利用料金」とあるのは「使用料及び冷暖房料」と、第13条中「指定管理

者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料 」とあるのは「使用料」と読み

替えるものとする。 

 

別表（第９条関係） 

区分 利用料  冷暖房料 

午前 午後 夜間 全日 センター

の利用時

間１時間

当たり 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

10時まで 

午前９時

から午後

10時まで 

多目的ホール 略 略 略 略 600円 

会

議

室

等 

35平方メー

トル以上の

部屋 

略 略 略 略 200円 

35平方メー

トル未満の

部屋 

略 略 略 略 200円 

調理実習室 略 略 略 略 200円 

 備考 

  １ 営利又は営業の目的で利用する場合は、利用料 を20割増とする。 

  ２ 前項の目的以外で利用する場合、入場料その他名称のいかんを問わずこ

れに類するもので、その額が2,000円を超えるものを徴収する場合は、利

用料 を10割増とする。 

  ３ 午前と午後又は午後と夜間の区分を通して利用する場合は、それぞれの

条第１項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金       

           」とあるのは「使用料      」と、同条第２項

中「利用料金」とあるのは「使用料      」と、「別表に掲げる額の範

囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの」とある

のは「別表に掲げる額」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用

料      」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料

金」とあるのは「使用料      」と、第12条の見出し中「利用料金」と

あるのは「使用料      」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長｣

と、「利用料金」とあるのは「使用料      」と、第13条中「指定管理

者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み

替えるものとする。 

 

別表（第９条関係） 

区分 利用料金 暖房料  

午前 午後 夜間 全日 １時間当

たり  

    

    

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

10時まで 

午前９時

から午後

10時まで 

多目的ホール 略 略 略 略 600円 

会

議

室

等 

35平方メー

トル以上の

部屋 

略 略 略 略 200円 

35平方メー

トル未満の

部屋 

略 略 略 略 200円 

調理実習室 略 略 略 略 200円 

 備考 

  １ 営利又は営業の目的で利用する場合は、利用料金を20割増とする。 

  ２ 前項の目的以外で利用する場合、入場料その他名称のいかんを問わずこ

れに類するもので、その額が2,000円を超えるものを徴収する場合は、利

用料金を10割増とする。 

  ３ 午前と午後又は午後と夜間の区分を通して利用する場合は、それぞれの
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利用料 を合算した額とする。 

  ４ 備付物件の利用料 は、徴収しないものとする。 

  ５ 午前９時前から又は午後10時後に継続して利用する場合は、夜間の区分

の利用料 の１時間割額に当該利用時間数を乗じて得た額とする。なお、

１時間未満の利用については、１時間の利用とみなすものとする。 

利用料金を合算した額とする。 

  ４ 暖房料を徴収する期間は、10月20日から翌年４月30日までとする。ただ

し、市長が認めるときは、変更することができる。 

  ５ 備付物件の利用料金は、徴収しないものとする。 

  ６ 午前９時前から又は午後10時後に継続して利用する場合は、夜間の区分

の利用料金の１時間割額に当該利用時間数を乗じて得た額とする。なお、

１時間未満の利用については、１時間の利用とみなすものとする。 

  ６ 葬儀等により特別の設備を設置した場合は、それぞれの区分及び前項の

規定による利用料 を合算した額の６割増とする。なお、１時間未満の利

用については、１時間の利用とみなすものとする。 

  ７ 葬儀等により特別の設備を設置した場合は、それぞれの区分及び前項の

規定による利用料金を合算した額の６割増とする。なお、１時間未満の利

用については、１時間の利用とみなすものとする。 
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議案第９号説明資料 

   子ども・子育て支援法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の概要 

 

１ 改正の趣旨 

子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、所要の条例改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

  次に掲げる改正のほか、所要の文言整理を行う。 

 (1) こども家庭庁の設置に伴う「子ども・子育て支援法」及び「学校教育法」の改正による引用条項の改正（第１条、第２条及び第５条関係） 

 (2) 「児童福祉法」の改正にあわせた懲戒に係る権限の削除（第２条及び第３条関係） 

 (3) 「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」及び「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の改正に伴い、次の規定を追加 

  ア 安全計画の策定の義務化（第３条及び第４条関係） 

  イ 業務継続計画の策定の努力義務化（第４条関係） 

  ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置の明確化（第３条及び第４条関係） 

  エ 自動車を運行する場合に児童等の所在確認を行うこと及び安全装置の装備を義務化（第３条及び第４条関係） 

  オ 書面に替えて電磁的記録による方法を認める規定を追加（第３条関係） 

 

３ 新旧対照表 

 (1) 伊達市保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例（第１条関係） 
改     正     案 現           行 

  

（保育の必要性の基準） 

第２条 この条例において、法第19条第２号   又は第３号に掲げる小学校就学

前子ども（以下「保育を必要とする子ども」という｡)とは、小学校就学前子ども

のうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 (1)～(11) 略 

（保育の必要性の基準） 

第２条 この条例において、法第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子ども（以下「保育を必要とする子ども」という｡)とは、小学校就学前子ども

のうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 (1)～(11) 略 

  

 
 (2) 伊達市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（第２条関係） 

改     正     案 現           行 

  

（利用定員） 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、

（利用定員） 

第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、
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当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする｡

ただし、法第19条   第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、

満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 

 (1) 認定こども園 法第19条   各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

 (3) 保育所 法第19条   第２号及び第３号に掲げる小学校就学前子どもの区

分 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ｡)は、利用の申込みに係る法第19条第１号   に掲げる小学校就学前子ども

及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設

の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法

により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同

じ｡)は、利用の申込みに係る法第19条第２号   又は第３号に掲げる小学校就

学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第２号又は第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

４及び５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同

じ｡)は、法第19条第２号   又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童

福祉法第24条第３項（同法第73条第１項の規定により読み替えて適用する場合を

当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする｡

ただし、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、

満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

 (3) 保育所 法第19条第１項第２号及び第３号に掲げる小学校就学前子どもの区

分 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ｡)は、利用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設

の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法

により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同

じ｡)は、利用の申込みに係る法第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就

学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第２号又は第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

４及び５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同

じ｡)は、法第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童

福祉法第24条第３項（同法第73条第１項の規定により読み替えて適用する場合を
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含む。第40条第２項及び第42条第４項第１号において同じ｡)の規定により市が行

う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要

に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保育給付認

定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支

援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定による通知）によ

って、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19

条各号   に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期

間、保育必要量（法第20条第３項に規定する保育必要量をいう｡)等を確かめるも

のとする。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第13条 略 

２及び３ 略 

４ 略 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食事の提供（次に掲げるものは除く｡)に要する費用 

  ア 次の( ｱ )又は( ｲ )に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ( ｱ )又は( ｲ )に定

める金額未満であるものに対する副食の提供 

   (ｱ) 法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 77,101円 

   (ｲ) 法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ( ｲ )におい

て同じ｡) 57,700円（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給

付認定保護者にあっては、77,101円） 

  イ 次の( ｱ )又は( ｲ )に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在

籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ｡)が同一の世帯に３人以上い

る場合にそれぞれ( ｱ )又は( ｲ )に定める者に該当するものに対する副食の提

供（アに該当するものを除く｡) 

   (ｱ) 法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

含む。第40条第２項及び第42条第４項第１号において同じ｡)の規定により市が行

う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要

に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保育給付認

定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支

援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定による通知）によ

って、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19

条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期

間、保育必要量（法第20条第３項に規定する保育必要量をいう｡)等を確かめるも

のとする。 

 

（利用者負担額等の受領） 

第13条 略 

２及び３ 略 

４ 略 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食事の提供（次に掲げるものは除く｡)に要する費用 

  ア 次の( ｱ )又は( ｲ )に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ( ｱ )又は( ｲ )に定

める金額未満であるものに対する副食の提供 

   (ｱ) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 77,101円 

   (ｲ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ( ｲ )におい

て同じ｡) 57,700円（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給

付認定保護者にあっては、77,101円） 

  イ 次の( ｱ )又は( ｲ )に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在

籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ｡)が同一の世帯に３人以上い

る場合にそれぞれ( ｱ )又は( ｲ )に定める者に該当するものに対する副食の提

供（アに該当するものを除く｡) 

   (ｱ) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保
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育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ど

も（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く｡)である者 

   (ｲ) 法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目

の年長者である者を除く｡)である者 

  ウ 略 

 (4)及び(5) 略 

５及び６ 略 

 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ

当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、

特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25条第１項

の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関

する事項をいう｡) 

 (4) 略 

２ 略 

 

（運営規程） 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程(第23条において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１号   に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以

下この号において同じ｡)及び時間並びに特定教育・保育の提供を行わない日 

(5)～(11) 略 

 

第26条 削除 

 

 

 

 

 

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ど

も（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く｡)である者 

   (ｲ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目

の年長者である者を除く｡)である者 

  ウ 略 

 (4)及び(5) 略 

５及び６ 略 

 

（特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ

当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、

特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25条の規定

に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事

項をいう｡) 

 (4)  略 

２ 略 

 

（運営規程） 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程(第23条において「運営規程」という｡)を定めておかなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以

下この号において同じ｡)及び時間並びに特定教育・保育の提供を行わない日 

(5)～(11) 略 

 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第26条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下こ

の条において同じ｡)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・保育給付認

定子どもに対し児童福祉法第47条第３項の規定により懲戒に関しその教育・保育

給付認定子どもの福祉のために必要な措置をとるときは、身体的苦痛を与え、人

格を辱める等その権限を濫用してはならない。 
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（特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ｡)が法第19

条第１号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１項第３号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、

当該特別利用保育に係る法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第19条   第２号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場合には､

特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費（法第 

28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ｡)を、それぞれ

含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く｡)の規定を適用す

る。この場合において、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又

は幼稚園に限る。以下この項において同じ｡)」とあるのは「特定教育・保育施設 

（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ｡)」と、 

 「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第４項第３号イ( ｱ )中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは 

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く｡)」と、同号イ 

 ( ｲ )中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を含む｡)」とする。 

（特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ｡)が法第19

条第２号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１項第２号に規定する

基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、

当該特別利用教育に係る法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

 

（特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ｡)が法第19

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１項第３号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、

当該特別利用保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第19条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場合には､

特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費（法第 

28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ｡)を、それぞれ

含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く｡)の規定を適用す

る。この場合において、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又

は幼稚園に限る。以下この項において同じ｡)」とあるのは「特定教育・保育施設 

（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ｡)」と、 

 「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同号又は同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第４項第３号イ( ｱ )中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは 

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く｡)」と、同号イ 

 ( ｲ )中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を含む｡)」とする。 

（特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ｡)が法第19

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１項第２号に規定する

基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、

当該特別利用教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい
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る同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第19条   第１号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には､

特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、そ

れぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く｡)の規定を

適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込みに係る法第19条 

  第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第 

19条   第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第１号又は第 

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、 

 「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同条第 

１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第13条第２項中 

 「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ( ｱ )中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を含む｡)」と、同号イ( ｲ )中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く｡)」とす

る。 

（利用定員） 

第37条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種

類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」とい

う｡)ごとに、法第19条第３号   に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学

前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主

に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るも

のにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定

する共済組合等をいう｡)に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規

定する共済組合等の構成員をいう｡)の監護する小学校就学前子どもとする｡)及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第３号   に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員とする｡)を、満１歳に満たない小学校就学前子ども

と満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

る同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第19条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には､

特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、そ

れぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第２項を除く｡)の規定を

適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第 

19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同項第１号又は第 

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、 

 「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同項第 

１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第13条第２項中 

 「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ( ｱ )中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を含む｡)」と、同号イ( ｲ )中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く｡)」とす

る。 

（利用定員） 

第37条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種

類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」とい

う｡)ごとに、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学

前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主

に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るも

のにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定

する共済組合等をいう｡)に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規

定する共済組合等の構成員をいう｡)の監護する小学校就学前子どもとする｡)及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員とする｡)を、満１歳に満たない小学校就学前子ども

と満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 
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（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号   に掲げる

小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保 

育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同 

 じ｡)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

３及び４ 略 

 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

 (1) 市長が児童福祉法第24条第３項（同法第73条第１項の規定により読み替えて

適用する場合も含む｡)の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事

業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを優

先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提

供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措

置を講じているとき。 

 (2) 略 

５ 前項（第２号に係る部分に限る｡)の場合において、特定地域型保育事業者は、

児童福祉法第59条第１項に規定する施設のうち次 に掲げるもの（入所定員が20

人以上のものに限る｡)であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

６～９ 略 

 

（特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１号   に掲げる小学校就学前子ど

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に掲げる

小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保 

育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同 

 じ｡)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

３及び４ 略 

 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

 (1) 市長が児童福祉法第24条第３項                    

          の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事

業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを優

先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提

供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措

置を講じているとき。 

 (2) 略 

５ 前項（第２号に係る部分に限る｡)の場合において、特定地域型保育事業者は、

児童福祉法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が20

人以上のものに限る｡)であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者 として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

６～９ 略 

 

（特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど
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もに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場

合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条   第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第

19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む｡)の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３

項において同じ｡)を、それぞれ含むものとして、前節（第40条第２項を除き、前

条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く｡)、第17条

から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第３項において同じ｡)の

規定を適用する。この場合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第

19条   第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係

る法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ｡)」

とあるのは「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条   第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む｡)」と、

「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就

学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に

基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定

保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象と

なる法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く｡)」と、同条第２項中「法

第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理

もに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場

合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場

合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第

19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む｡)の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３

項において同じ｡)を、それぞれ含むものとして、前節（第40条第２項を除き、前

条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く｡)、第17条

から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第３項において同じ｡)の

規定を適用する。この場合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第

19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係

る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ｡)」

とあるのは「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む｡)」と、

「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就

学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に

基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定

保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象と

なる法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く｡)」と、同条第２項中「法

第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理
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大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲

げるものを除く｡)に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３

項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第２号   に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場

合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条   第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあ

っては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条   第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む｡)の総数が、第37

条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この

場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育･

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号   に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもに限る｡)に係る教育・保育給付認定保護者に限る｡)」と、「法

第29条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の市町村が 

定める額」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは 

 「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定

利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満

３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう｡)に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く｡)に要す

る費用」とする。 

大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲

げるものを除く｡)に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３

項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場

合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあ

っては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む｡)の総数が、第37

条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特

例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この

場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育･

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもに限る｡)に係る教育・保育給付認定保護者に限る｡)」と、「法

第29条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の市町村が 

定める額」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは 

 「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定

利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満

３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう｡)に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く｡)に要す

る費用」とする。 
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 (3) 伊達市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（第３条関係） 
改     正     案 現           行 

目次 目次 

 第１章～第４章 略 

 第５章 事業所内保育事業（第42条－第48条） 

第６章 雑則（第49条） 

附則 

 

 第１章～第４章 略 

 第５章 事業所内保育事業（第42条－第48条） 

 

 附則 

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という｡)を除く。以下この条、次条第１項、第７条の３第２項、第14

条第１項及び第２項、第15条第１項及び第５項、第16条、第17条第１項から第３

項まで並びに附則第３条において同じ｡)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ

確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上

の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第1 2 0号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において

同じ｡)又は保育が継続的に提供されるよう、次の各号に掲げる事項に係る連携協

力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項に

規定する保育所をいう。以下同じ｡)、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以 

 下同じ｡)又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。以下同じ｡) 

 （以下「連携施設」という｡)を適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所

内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同

じ｡)の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の乳児又は 幼児に限

る。以下この号及び第４項第１号において同じ｡)を、当該保育の提供の終了に

際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

２～４ 略 

５ 前項（第２号に該当する場合に限る｡)の場合において、家庭的保育事業者等は､

法第59条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が20人以上のも

のに限る｡)であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係

る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という｡)を除く。以下この条、次条第１項         、第14

条第１項及び第２項、第15条第１項及び第５項、第16条、第17条第１項から第３

項まで並びに附則第３条において同じ｡)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ

確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上

の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第1 2 0号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第３号において  

同じ｡)又は保育が継続的に提供されるよう、次の各号に掲げる事項に係る連携協

力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園                 

                                    

                                    

（以下「連携施設」という｡)を適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所

内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同

じ｡)の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその他の乳児または幼児に限

る。以下この号        において同じ｡)を、当該保育の提供の終了に

際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

２～４ 略 

５ 前項（第２号に該当する場合に限る｡)の場合において、家庭的保育事業者等は､

法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が20人以上の

ものに限る｡)であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者 として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 
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（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的

保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳

幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的 

 保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において 

 「安全計画」という｡)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけ

ればならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用重要児

の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することが

できる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及び

これと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座

席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落

としのおそれが少ないと認められるものを除く｡)を日常的に運行するときは、当

該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、

これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る｡)を行わな

ければならない。 

 

（他の社会福祉施設等を合わせて設置するときの設備及び職員の基準） 

第10条 家庭的保育事業者等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、そ

の保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び

職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（他の社会福祉施設等を合わせて設置するときの設備及び職員の基準） 

第10条 家庭的保育事業者等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは  

              、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び

職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることが

できる。ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直

接従事する職員については、この限りでない。 
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第13条 削除 

 

 

 

 

（衛生管理等） 

第14条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症及び食中毒が発生

し、及びまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施するよう努めなければならない。 

３～５ 略 

 

第６章 雑則 

（電磁的記録） 

第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ｡)で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう｡)により行うことができる。 

 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第13条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第47条第３項の規定により懲

戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置をとるときは、身体的苦痛を

与え、人格を辱しめる等その権限を濫用してはならない。 

 

（衛生管理等） 

第14条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症及び食中毒が発生

し、及びまん延しないように必要な措置を講ずる              

                                    

     よう努めなければならない。 

３～５ 略 

  

 
 (4) 伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（第４条関係） 

改     正     案 現           行 

  

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課

後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検､

職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成

事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓 
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 練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画 

 （以下この条において「安全計画」という｡)を策定し、当該安全計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しな

ければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等の

ための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗

車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方

法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

 

 （職員） 

第10条 略 

２～４ 略 

５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当た

る者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業

所であって、放課後児童支援員のうち１人を除いた者又は補助員が同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障

がない場合は、この限りでない。 

 

 （業務継続計画の策定等） 

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条に

おいて「業務継続計画」という｡)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知すると

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （職員） 

第10条 略 

２～４ 略 

５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当た

る者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業

所であって、放課後児童支援員のうち１人を除いた者又は補助者が同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障

がない場合は、この限りでない。 
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ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 （衛生管理等） 

第13条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は

食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 略 

 

 

 

 （衛生管理等） 

第13条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は

食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる        

                                    

           よう努めなければならない。 

３ 略 

  

 
 (5) 伊達市子ども・子育て会議条例（第４条関係） 

改     正     案 現           行 

 （設置）  （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という｡)第72条

第１項の規定に基づき、伊達市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議｣

という｡)を置く。 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 法第72条第１項各号に掲げる事務に関する事項 

 (2) 略 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という｡)第77条

第１項の規定に基づき、伊達市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議｣

という｡)を置く。 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 法第77条第１項各号に掲げる事務に関する事項 

 (2) 略 
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議案第10号説明資料 

伊達市国民健康保険条例の一部を改正する条例の概要 

１ 改正の趣旨 

  「健康保険法施行令」の一部改正に伴い、所要の条例改正を行うものである。 

２ 改正の内容 

  出産育児一時金の支給額を引き上げる。 

３ 新旧対照表 

 改  正  案 現   行 

 （出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、

出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認

めるときは、規則で定めるところにより、これに１万2,000円を加算するものと

する。 

２ 略 

 （出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、

出産育児一時金として40万8,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認

めるときは、規則で定めるところにより、これに１万2,000円を加算するものと

する。 

２ 略 
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議案第11号説明資料 

伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要 

１ 改正の趣旨 

  「国民健康保険法施行令」及び「雇用保険法施行規則」の一部改正に伴い、所要の条例改正を行うものである。 

２ 改正の内容 

(1) 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を引き上げる。

(2) 低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、軽減判定所得の基準を引き上げる。

(3) 特例対象被保険者等に係る申告に当たり、事実確認に用いることのできる書類を追加する。

３ 新旧対照表 

改   正   後 改   正   前 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く｡)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。 

４ 略 

 （保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は､

第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が22万円を超える場合には、22万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(1) 略

(2) 法第7 0 3条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

 （課税額） 

第２条 略 

２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く｡)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

20万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。 

４ 略 

 （保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が20万円を超える場合には、20万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(1) 略

(2) 法第7 0 3条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した
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金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき29万円 を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く｡) 

ア～カ 略

(3) 法第7 0 3条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき53万5,000円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く｡)

ア～カ 略

２ 略 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第24条の２ 略 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格者証 

（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規

定するものをいう｡)又は雇用保険受給資格通知（同省令第19条第３項に規定する

ものをいう｡)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提

示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。 

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき28万5,000円を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く｡) 

ア～カ 略

(3) 法第7 0 3条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき52万円   を加算した

金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く｡)

ア～カ 略

２ 略 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第24条の２ 略 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格者証 

（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規

定するものをいう｡)

その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提

示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。 
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資料 13－１ 

議案第13号説明資料 

伊達市国鉄胆振線代替輸送確保基金条例を廃止する条例の概要 

廃止の趣旨 

  生活交通路線として必要なバス輸送事業の財政需要に充てるため当該条例を制定し、基金を設置

したところであるが、基金の全額を国鉄胆振線代替バス事業者に対する補助等の財源に充当したほ

か、基金の原資である特定地方交通線転換交付金の新たな交付は見込めないことから、基金を廃止

するため当該条例を廃止するものである。 





議案第14号説明資料

妊娠初期から出産後に至るまで、すべての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てでき
　　るよう伴走型支援及び経済的支援を一体的に実施するための経費を計上する。

なお、財源として国の「出産・子育て応援交付金」等を活用することとし、国の出産・子育て
　　応援交付金事業に沿って実施することから、令和５年度に予算を繰り越して実施する。

・支援の対象者
妊婦及び０歳から２歳までの乳幼児を養育する世帯

・支援の内容
⑴ 伴走型支援

以下の①～③の者に対して、面談及びアンケートを実施し、困りごとの
　　有無、支援の必要性等を確認することで必要な支援につなげる。

①妊娠の届出をした妊婦
②妊娠８か月頃の妊婦
③新生児の養育者

⑵ 経済的支援
伴走型支援において、①又は③の面談等を行った者に対し、給付金を支

　　給する。
・給付金

妊娠届出後　妊婦１人当たり　　50,000円×370人
出生届出後　新生児１人当たり　50,000円×240人
※支給対象は令和４年４月から令和５年９月までに届出した方

・事務費
※上段の（　）書きは、職員給与費を含む。

※上段の（　）書きは、職員給与費を含む。

18,500
12,000

(39,455) (26,405) (6,523) (6,527)
　 31,484 　 21,092 　　5,196 　　5,196

  (39,455)
  31,484

30,500

984

(3) 財源内訳
計 国 北海道 一般財源

（単位：千円）
１　出産・子育て応援事業（繰越明許費設定含む｡)

(1) 事業の概要

(2) 事業の内容
事業費 事業の内容
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公的病院である伊達赤十字病院に対し、不採算医療の提供で生じた損失額の一部を補助する。

昭和46年に建築され、老朽化が著しい伊達小学校校舎の改築工事を行う。本事業は、国の令和
　　４年度補正予算により前倒しでの事業実施が認められたことから、令和５年度に予算を全額繰り
　　越して事業を実施する。

なお、財源として国の「学校施設環境改善交付金」及び「学校教育施設等整備事業債」を活用
　　する。

校舎改築工事
　　工事監理業務委託
　　学校備品整備等

(3) 財源内訳
計 国 市債 一般財源

1,007,559 244,422 680,400 82,737

(4) 事業位置図

1,007,559

・伊達小学校校舎改築工事
922,518
7,476

77,565

(1) 事業の概要

(2) 事業の内容
事業費 事業の内容

(3) 財源内訳
計 一般財源
116,053 116,053

３　伊達小学校校舎改築事業（継続費補正含む｡)

２　伊達赤十字病院医療確保支援事業補助金

(1) 事業の概要

(2) 事業の内容
事業費 事業の内容
116,053 ・本市の地域医療体制を確保するための補助金 116,053

改築校舎

伊達小学校校舎改築事業位置図

体育館

現校舎（一部取壊し済）

※令和６年度取壊し

多目的

ホール

グラウンド

資料14－２



伊達西小学校の特別支援教室が不足していることから、コンピューター室を特別支援教室とし
　　て使用できるように改修工事を行う。本事業は、国の令和４年度予算により前倒しでの事業実施

　　が認められたことから、令和５年度に予算を全額繰り越して事業を実施する。
なお、財源として国の「学校施設環境改善交付金」及び「学校教育施設等整備事業債」を活用

　　する。

6,864 3,432 3,400 32

事業費 事業の内容
6,864 ・伊達西小学校コンピューター室間仕切り工事

(3) 財源内訳
計 国 市債 一般財源

４　伊達西小学校コンピューター室間仕切り工事（繰越明許費設定含む｡)

(1) 事業の概要

(2) 事業の内容

資料14－３
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